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報告第  １  号  

 

市長専決処分の報告について  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会

において指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したから、同

条第２項の規定により報告する。  

 

記  

 和解及び損害賠償の額の決定について  

 

  平成２７年３月５日提出                                 

                   生駒市長職務代理者  

                   生駒市副市長  小  紫  雅  史       
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専第  ２  号  

 

専   決   処   分   書  

 

和解及び損害賠償の額の決定について  

 

和解及び損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第１８０条第 1 項の規定に基づき、議会の議決により指定された市長の専決処分

事項について、下記のとおり専決処分する。  

記  

１  事故区分及び事故発生年月日  

物損事故  

平成２７年１月２日（金）午前９時２分頃  

２  事故発生場所  

   生駒市門前町８番１号  

 門前駐在所付近宝山寺自動車道上  

３  損害賠償額  

金  ５５７，２８０円  

４  事故の概要  

生駒市消防署員が、初詣に伴う宝山寺警備のため、宝山寺第一駐車場で待

機中、救急出動指令を受け出動した。  

その際、上記場所において前日からの残雪のため、車道中央時速１０キロ

のスピードで緊急走行をしたところ、車道に停車中の車両を約２０メートル

手前で確認した。そのため、衝突を避けようとハンドルをゆっくり左へ切っ

たが、路面凍結によりハンドル操作が不能となり、急遽ブレーキを踏みこん

だところタイヤがロックし制御不能となり、車道に停車中の車両に接触し、

損傷させたもの  

 

    平成２７年２月２３日          

                      生駒市長  山  下   真  
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議案第  １  号  

 

   専決処分につき承認を求めることについて  

 

 平成２６年度生駒市の一般会計の補正予算（第６回）を定めることについて

は、市議会を招集する時間的余裕がなかったため、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２７年２月１９日別紙のとおり

処分したから、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。  

 

  平成２７年３月５日提出                 

                    生駒市長職務代理者  

                    生駒市副市長  小  紫  雅  史      
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専第  １  号  

 

           専   決   処   分   書  

 

 平成２６年度生駒市の一般会計の補正予算（第６回）を地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、専決処分する。  

 

  平成２７年２月１９日  

 

                       生駒市長  山  下   真    

 

   平成２６年度生駒市一般会計補正予算（第６回）  

 

 平成２６年度生駒市の一般会計の補正予算（第６回）は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，１３５千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，７０２，４９６千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（債務負担行為の補正）  

第２条  債務負担行為の変更は、「第２表債務負担行為補正」による。  
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議案第  11 号  

 

平成２６年度生駒市一般会計補正予算（第７回）  

 

平成２６年度生駒市の一般会計の補正予算（第７回）は、次に定めるところに

よる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２５５，５９２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３７，９５８，０８８千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正）  

第２条  繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。  

（債務負担行為の補正）  

第３条  債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。  

 （地方債の補正）  

第４条  地方債の追加及び変更は、「第４表地方債補正」による。  

 

 

平成２７年３月５日提出          

                    生駒市長職務代理者  

                    生駒市副市長  小  紫  雅  史    
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第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

14 国庫支出金     5,055,677       228,942     5,284,619

 2 国庫補助金     1,200,758       228,942     1,429,700

15 県支出金     2,302,504      -134,741     2,167,763

 1 県負担金     1,357,873        15,082     1,372,955

 2 県補助金       699,331      -149,823       549,508

17 寄附金        54,426        17,200        71,626

 1 寄附金        54,426        17,200        71,626

19 繰越金     1,432,050        73,191     1,505,241

 1 繰越金     1,432,050        73,191     1,505,241

21 市債     3,808,100        71,000     3,879,100

 1 市債     3,808,100        71,000     3,879,100

歳     入     合     計    37,702,496       255,592    37,958,088
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歳 出
［単位　千円］

款 項 補正前の額 補  正  額     計    

 2 総務費     4,609,537        61,516     4,671,053

 1 総務管理費     3,689,804        39,432     3,729,236

 2 徴税費       537,829        17,200       555,029

 3 戸籍住民基本台帳費       224,556         4,884       229,440

 3 民生費    13,468,255      -148,381    13,319,874

 2 児童福祉費     5,924,273      -148,381     5,775,892

 5 産業経済費       440,292       166,339       606,631

 2 商工費       284,077       166,339       450,416

 6 土木費     3,390,956        20,118     3,411,074

 2 道路橋梁及び河川費     1,079,518        20,118     1,099,636

 8 教育費     6,485,628       156,000     6,641,628

 4 幼稚園費     2,269,683       156,000     2,425,683

歳     出     合     計    37,702,496       255,592    37,958,088
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１　追加 [単位　千円]

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

款

道 路 新 設 改 良 事 業 １８，４８２

項

防 災 経 費 ３，２５６

１，７８６

１，８１２

７７３

事　業　名 金　　額

シ テ ィ プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業 １０，９３８

１３，５００

３，７８９

４，６０３

１８，０００

３，５６７

徴 税 費

戸籍住民基
本 台 帳 費

戸籍住民基本台帳システム整備事業 ２１，３００

総 務 費

税 務 シ ス テ ム 整 備 事 業

商 工 業 振 興 事 業

衛 生 費

生 活 保 護 シ ス テ ム 整 備 事 業

健 康 管 理 シ ス テ ム 整 備 事 業

産業経済費

情 報 シ ス テ ム 整 備 事 業

民 生 費

障 が い シ ス テ ム 整 備 事 業

介 護 保 険 シ ス テ ム 整 備 事 業

保健衛生費

商 工 費

生活保護費

社会福祉費

私 立 保 育 所 運 営 費 等 助 成 事 業

国 民 年 金 シ ス テ ム 整 備 事 業

児 童 福 祉 シ ス テ ム 整 備 事 業

１７，０００

将 来 計 画 策 定 事 業 １３，７００

交 通 安 全 対 策 事 業 １，５００

総務管理費

土 木 費
道 路 橋 梁
及び河川費

生 活 道 路 安 全 対 策 事 業

６０，０００

１９，２２４

企 業 誘 致 関 連 道 路 整 備 事 業 １３６，４７０

道 路 橋 梁 維 持 補 修 事 業 ２７，０００

橋 梁 予 防 保 全 事 業

子育て支援総合センター整備事業 ２，１７１

児童福祉費

橋 梁 耐 震 化 事 業

地 籍 調 査 事 業 ２０，１１８

６，０００

１６６，３３９
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[単位　千円]

２　変更 [単位　千円]

款 項 事　業　名 金　　額

保健体育費 北 部 ス ポ ー ツ タ ウ ン 事 業 ５８，７４７

土 木 費
道 路 橋 梁
及び河川費

幼 稚 園 費

教 育 費 幼 稚 園 費
南 こ ど も 園
整 備 事 業

７３８，４００
南 こ ど も 園
整 備 事 業

８９７，６００

款 項
補　正　前 補　正　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額

幼 稚 園 施 設 整 備 事 業 ３９４，９４３

消 防 費 消 防 費 消 防 施 設 整 備 事 業 １３４，６５２

教 育 費

高山スーパースクールゾーン整備事業 ２，２６０教育総務費

河 川 水 路 改 修 事 業 ５００
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議案第   12  号  

 

平成２６年度生駒市国民健康保険特別会計補正予算（第２回）  

 

平成２６年度生駒市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２回）は、次に定

めるところによる。  

（繰越明許費）  

第１条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表繰越明許費」による。 

 

平成２７年３月５日提出  

                    生駒市長職務代理者  

                    生駒市副市長  小  紫  雅  史  
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[単位　千円]

第　１　表　繰　越　明　許　費

款 項 事　業　名 金　　額

総 務 費 総 務 管 理 費 国民健康保険システム整備事業 ３，８７０
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議案第   13  号  

 

平成２６年度生駒市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１回）  

 

平成２６年度生駒市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第１回）は、次に

定めるところによる。  

（繰越明許費）  

第１条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により

翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第１表繰越明許費」による。 

 

平成２７年３月５日提出          

                    生駒市長職務代理者  

                    生駒市副市長  小  紫  雅  史  
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[単位　千円]

第　１　表　繰　越　明　許　費　

款 項 事　業　名 金　　額

総 務 費 総 務 管 理 費 後期高齢者医療システム整備事業 １，７８６
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議案第   14  号  

 

平成２６年度生駒市下水道事業特別会計補正予算（第２回）  

 

平成２６年度生駒市の下水道事業特別会計の補正予算（第２回）は、次に定め

るところによる。  

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９００千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，６８５，７４３千円とする。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

（繰越明許費の補正）  

第２条  繰越明許費の追加及び変更は、「第２表繰越明許費補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条  地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。  

 

平成２７年３月５日提出          

                    生駒市長職務代理者  

    生駒市副市長  小  紫  雅  史    
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１　追加 [単位　千円]

２　変更 [単位　千円]

第　２　表　繰　越　明　許　費　補　正

補　正　前 補　正　後

事　業　名 金　額 事　業　名 金　額
款 項

款

下 水 道 費 下 水 道 費
公 共 下 水 道
管渠整備事業

４００，０００
公 共 下 水 道
管渠整備事業

２００，０００

項 事　業　名 金　　額

下 水 道 費 下 水 道 費 流 域 下 水 道 事 業 １，９００
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議案第  15 号  

 

生駒市自治基本条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市自治基本条例の一部を改正する条例  

 生駒市自治基本条例（平成２１年６月生駒市条例第２０号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第１４条中「市民等」を「市民」に改める。  

 第３０条中「中・長期財政計画」を「財政計画」に改める。  

 第３１条第１項中「実施計画」を「総合計画の進捗状況」に改める。  

 第３４条第３項中「市民参画」を「市民及び専門的知識を有する者」に改め

る。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第  16 号  

 

生駒市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市行政手続条例の一部を改正する条例  

 生駒市行政手続条例（平成９年３月生駒市条例第２号）の一部を次のように改

正する。  

 目次中「第４章  行政指導（第３０条―第３５条）」を  

            に改める。  

 第２条第５号中「名あて人」を「名宛人」に改める。  

 第３条中「第４章」を「第４章の２」に改め、同条第７号中「名あて人」を「

名宛人」に改め、同条第８号中「かかわる」を「関わる」に改める。  

 第４条、第１３条、第１４条第１項及び第２項、第１５条第１項及び第３項、

第２２条第３項並びに第２８条中「名あて人」を「名宛人」に改める。  

 第３３条中第３項を第４項とし、同条第２項中「前項」を「前２項」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。  

２  行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、本市の機関が許認可等を

する権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、

「第４章  行政指導（  

 第４章の２  処分等  

第３０条―第３５条）  

の求め（第３５条の２）」  
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その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。  

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項  

(2) 前号の条項に規定する要件  

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由  

第３４条の次に次の１条を加える。  

（行政指導の中止等の求め）  

第３４条の２  法令に違反する行為の是正を求める行政指導（その根拠となる規

定が法律又は条例に置かれているものに限る｡)の相手方は、当該行政指導が当

該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導

をした本市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要

な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方

について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、こ

の限りでない。  

２  前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければなら

ない。  

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所  

(2) 当該行政指導の内容  

(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項  

(4) 前号の条項に規定する要件  

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由  

(6) その他参考となる事項  

３  当該本市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必要な調査を

行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認める

ときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。  

 第４章の次に次の１章を加える。  

第４章の２  処分等の求め  
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第３５条の２  何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のた

めにされるべき処分又は行政指導（その根拠となる規定が法律又は条例に置か

れているものに限る｡)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限

を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する本市の機関に対し、その

旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。  

２  前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければなら

ない。  

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所  

(2) 法令に違反する事実の内容  

(3) 当該処分又は行政指導の内容  

(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項  

(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由  

(6) その他参考となる事項  

３  当該行政庁又は本市の機関は、第１項の規定による申出があったときは、必

要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は

行政指導をしなければならない。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （生駒市税条例の一部改正）  

２  生駒市税条例（昭和５０年１２月生駒市条例第３１号）の一部を次のように

改正する。  

第３条の２第２項中「第３３条第３項」を「第３３条第４項」に、「第３３

条第２項」を「第３３条第３項」に改める。  
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議案第  17 号  

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の  

施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日                     

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例  

（生駒市職員定数条例の一部改正）  

第１条  生駒市職員定数条例（昭和４２年４月生駒市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。  

第１条中「第２１条」を「第１９条」に改める。  

（生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正）  

第２条  生駒市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

（昭和３１年１１月生駒市条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

  別表中  

 

 を                                に改め  

教育委員会の委員  委員長  日額  ３２，０００  

委員  日額  ２９，０００  

 

「  

」  

教育委員会の委員  日額  ２９，０００  

 

「  

」  
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る。  

（生駒市特別職報酬等審議会条例の一部改正）  

第３条  生駒市特別職報酬等審議会条例（昭和４３年４月生駒市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。  

  第２条中「及び副市長」を「、副市長及び教育長」に改める。  

（生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部改正）  

第４条  生駒市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例（昭和３５年９月生駒市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  題名中「勤務条件」の次に「及び職務に専念する義務の特例」を加える。  

  第１条中「、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第１６条第２項の

規定に基づき」を削り、「勤務条件」の次に「及び職務に専念する義務の特例

」を加える。  

  第２条第６項中「４８月」を「３６月」に改める。  

  第４条の次に次の１条を加える。  

  （職務に専念する義務の免除）  

第５条  教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじ   

め生駒市教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されるこ

とができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由により、あらかじめ

承認を得ることができないときは、事後に承認を求めることができる。  

(1) 研修を受ける場合  

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合  

(3) 前２号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定める場合    

（生駒市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）  

第５条  生駒市の一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年７月生駒市条例
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第２３号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「教育長並びに」を削る。  

（生駒市職員の退職手当に関する条例の一部改正）  

第６条  生駒市職員の退職手当に関する条例（昭和４７年１０月生駒市条例第３

０号）の一部を次のように改正する。  

  第１条中「教育長､｣を削る。  

（生駒市職員の旅費支給条例の一部改正）  

第７条  生駒市職員の旅費支給条例（平成２年６月生駒市条例第１４号）の一部

を次のように改正する。  

  第１２条第１項第４号中「（教育長を含む。以下同じ｡)」を削る。  

   附  則  

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  
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議案第  18 号  

 

篤志寄附基金条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

篤志寄附基金条例の一部を改正する条例  

 篤志寄附基金条例（昭和５１年４月生駒市条例第５号）の一部を次のように改

正する。  

 第２条の表中「基金の額」を「基金の額（円）」に改め、同表図書設備基金の

項を削る。  

 第６条に次の１項を加える。  

２  前項の規定による処分が行われたときは、基金の額は、処分額相当額減少す

るものとする。  

附  則  

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  
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議案第  19 号  

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例  

 生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。  

 第２条第２号中「（昭和２５年法律第２０１号）」の次に「、マンションの建

替え等の円滑化に関する法律（平成１４年法律第７８号）」を加える。  

別表第１の１の項、１の２の項及び１の３の項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正

化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に

改める。  

 別表第２の１の項を次のように改める。  

1 建築物に関
する確認申
請又は計画
通知手数料  

建築基準法 (以
下この表におい
て「法」という
｡)第 6条第 1項 (
法第 87条第１項
において準用す
る場合を含む｡)
の規定による建
築物に関する確
認の申請又は法
第 18条第 2項 (法
第 87条第 1項に
おいて準用する

床面積の合計が
30平方メートル
以内の場合  

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額  
ア  構造計算書又はこれに

準ずるもの (以下この項
において「構造計算書等
」という｡)の添付を要す
る場合  16,000 円  

イ  構造計算書等の添付を
要しない場合  10,000円  

床面積の合計が
30平方メートル
を超え 100平方
メートル以内の

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額  
ア  構造計算書等の添付を

要する場合  25,000円  
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場合を含む｡)の
規定による建築
物に関する計画
の通知に対する
審査  

場合  イ  構造計算書等の添付を
要しない場合  15,000円  

床面積の合計が
100平方メート
ルを超え 200平
方メートル以内
の場合  

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額  
ア  構造計算書等の添付を

要する場合  37,000円  
イ  構造計算書等の添付を

要しない場合  21,000円  

床面積の合計が
200平方メート
ルを超え 500平
方メートル以内
の場合  

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額  
ア  構造計算書等の添付を

要する場合  55,000円  
イ  構造計算書等の添付を

要しない場合  27,000円  

床面積の合計が
500平方メート
ルを超え 1,000
平方メートル以
内の場合  

92,000円  
 
 
 
 

床面積の合計が
1,000平方メー
トルを超え 2,00
0平方メートル
以内の場合  

120,000円  
 
 
 
 

床面積の合計が
2,000平方メー
トルを超え 5,00
0平方メートル
以内の場合  

230,000円  
 
 
 
 

床面積の合計が
5,000平方メー
トルを超え 10,0
00平方メートル
以内の場合  

270,000円  

床面積の合計が
10,000平方メー
トルを超え 50,0
00平方メートル
以内の場合  

410,000円  
 
 
 
 

床面積の合計が
50,000平方メー
トルを超える場
合  

660,000円  
 
 
 

 別表第２の１の２の項を削り、同表の１１の項の次に次の１項を加える。  

11 の
2 

法 第 6条 第 1
項 に 規 定 す
る 建 築 基 準
法 令 の 規 定
の 適 用 除 外
と な る 移 転
に 係 る 認 定
申請手数料  

建築基準法施行令 (昭和 25 年政令
第 338 号 )第 137 条の 16 第 2 号の
規定による移転に係る認定の申請
に対する審査  

27,000 円  

 別表第２の１２の項中「仮使用承認申請手数料」を「仮使用認定申請手数料」
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に改め、「第７条の６第１項第１号」の次に「若しくは第２号」を加え、「承認

の」を「認定の」に、「第１８条第２２項第１号」を「第１８条第２４項第１号

若しくは第２号」に改め、同表の４４の項の次に次の１項を加える。  

44 の
2 

要 除 却 認 定
マ ン シ ョ ン
の 建 替 え に
係 る 容 積 率
の 特 例 許 可
申 請 手 数 料 

マンションの建替え等の円滑化に
関する法律第 105 条第 1 項の規定
による要除却認定マンションの建
替えにより新たに建築されるマン
ションに係る容積率の特例の許可
の申請に対する審査  

160,000 円  

別表第２の４５の項を次のように改める。  

45 長期優良住
宅建築等計
画認定申請
手数料  

長期優良住宅の
普及の促進に関
する法律第 5条
第 1項から第 3項
までの規定によ
る長期優良住宅
建築等計画の認
定の申請に対す
る審査 (次項に
係るものを除
く｡) 

床面積の合計が
100平方メート
ル以内のもの  

次に掲げる区分に応じ、そ  
れぞれ次に定める額  
ア  1戸建ての住宅の場合 (

イ及びウに掲げる場合を
除く｡) 55,000円  

イ  1戸建ての住宅であっ
て、住宅の品質確保の促
進等に関する法律 (平成 1
1年法律第 81号 )第 6条第 1
項に規定する設計住宅性
能評価書 (市長が定める
基準に適合しないものを
除く｡)の交付を受けたも
の (以下この項及び 47の
項において「住宅性能評
価適合住宅」という｡)で
ある場合 (ウに掲げる場
合を除く｡) 20,000円  

ウ  1戸建ての住宅であっ
て、住宅の品質確保の促
進等に関する法律第 5条
第 1項に規定する登録住
宅性能評価機関のうち市
長が定めるものにより、
長期優良住宅の普及の促
進に関する法律第 6条第 1
項各号 (第 3号及び第 6号
を除く｡)に掲げる基準に
適合すると認められた計
画 (以下この項及び 47の
項において「長期使用構
造等適合計画」という｡)
である場合  10,000円  

エ  共同住宅等の場合 (オ
及びカに掲げる場合を除
く｡) アに掲げる額を申
請に係る住戸数で除して
得た額  

オ  共同住宅等であって、
住宅性能評価適合住宅で
ある場合 (カに掲げる場
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合を除く｡) 28,000円を
申請に係る住戸数で除し
て得た額  

カ  共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合  ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た額  

   床面積の合計が
100平方メート
ルを超え 200平
方メートル以内
のもの  

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額  
ア  1戸建ての住宅の場合 (

イ及びウに掲げる場合を
除く｡) 71,000円  

イ  1戸建ての住宅であっ
て、住宅性能評価適合住
宅である場合 (ウに掲げ
る場合を除く｡) 24,000
円  

ウ  1戸建ての住宅であっ
て、長期使用構造等適合
計画である場合  12,000
円  

エ  共同住宅等の場合 (オ
及びカに掲げる場合を除
く｡) アに掲げる額を申
請に係る住戸数で除して
得た額  

オ  共同住宅等であって、
住宅性能評価適合住宅で
ある場合 (カに掲げる場
合を除く｡) 37,000円を
申請に係る住戸数で除し
て得た額  

カ  共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合  ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た額  

   

   床面積の合計が
200平方メート
ルを超え 500平
方メートル以内
のもの  

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額  
ア  1戸建ての住宅の場合 (

イ及びウに掲げる場合を
除く｡) 119,000円  

イ  1戸建ての住宅であっ
て、住宅性能評価適合住
宅である場合 (ウに掲げ
る場合を除く｡) 34,000
円  

ウ  1戸建ての住宅であっ
て、長期使用構造等適合
計画である場合  17,000
円  

エ  共同住宅等の場合 (オ
及びカに掲げる場合を除
く｡) アに掲げる額を申
請に係る住戸数で除して
得た額  

オ  共同住宅等であって、
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住宅性能評価適合住宅で
ある場合 (カに掲げる場
合を除く｡) 63,000円を
申請に係る住戸数で除し
て得た額  

カ  共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合  ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た額  

   床面積の合計が
500平方メート
ルを超え 1,000
平方メートル以
内のもの  

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額  
ア  1戸建ての住宅の場合 (

イ及びウに掲げる場合を
除く｡) 185,000円  

イ  1戸建ての住宅であっ
て、住宅性能評価適合住
宅である場合 (ウに掲げ
る場合を除く｡) 53,000
円  

ウ  1戸建ての住宅であっ
て、長期使用構造等適合
計画である場合  26,000
円  

エ  共同住宅等の場合 (オ
及びカに掲げる場合を除
く｡) アに掲げる額を申
請に係る住戸数で除して
得た額  

オ  共同住宅等であって、
住宅性能評価適合住宅で
ある場合 (カに掲げる場
合を除く｡) 99,000円を
申請に係る住戸数で除し
て得た額  

カ  共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合  ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た額  

   床面積の合計が
1,000平方メー
トルを超え 3,00
0平方メートル
以内のもの (1戸
建ての住宅の場
合にあっては、
1,000平方メー
トルを超えるも
の ) 

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額  
ア  1戸建ての住宅の場合 (

イ及びウに掲げる場合を
除く｡) 359,000円  

イ  1戸建ての住宅であっ
て、住宅性能評価適合住
宅である場合 (ウに掲げ
る場合を除く｡) 89,000
円  

ウ  1戸建ての住宅であっ
て、長期使用構造等適合
計画である場合  36,000
円  

エ  共同住宅等の場合 (オ
及びカに掲げる場合を除
く｡) アに掲げる額を申
請に係る住戸数で除して
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得た額  
オ  共同住宅等であって、

住宅性能評価適合住宅で
ある場合 (カに掲げる場
合を除く｡) 183,000円
を申請に係る住戸数で除
して得た額  

カ  共同住宅等であって、
長期使用構造等適合計画
である場合  ウに掲げる
額を申請に係る住戸数で
除して得た額  

床面積の合計が
3,000平方メー
トルを超え 5,00
0平方メートル
以内のもの (1戸
建ての住宅を除
く｡) 

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額を申請
に係る住戸数で除して得た
額  
ア  イ又はウに掲げる場合

以外の場合  636,000円  
イ  住宅性能評価適合住宅

である場合 (ウに掲げる
場合を除く｡) 311,000
円  

ウ  長期使用構造等適合計
画である場合  64,000円  

   床面積の合計が
5,000平方メー
トルを超え 10,0
00平方メートル
以内のもの (1戸
建ての住宅を除
く｡) 

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額を申請
に係る住戸数で除して得た
額  
ア  イ又はウに掲げる場合

以外の場合  1,088,000
円  

イ  住宅性能評価適合住宅
である場合 (ウに掲げる
場合を除く｡) 477,000
円  

ウ  長期使用構造等適合計
画である場合  107,000
円  

   床面積の合計が
10,000平方メー
トルを超え 20,0
00平方メートル
以内のもの (1戸
建ての住宅を除
く｡) 

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額を申請
に係る住戸数で除して得た
額  
ア  イ又はウに掲げる場合

以外の場合  2,006,000
円  

イ  住宅性能評価適合住宅
である場合 (ウに掲げる
場合を除く｡) 864,000
円  

ウ  長期使用構造等適合計
画である場合  174,000
円  

   床面積の合計が
20,000平方メー
トルを超え 30,0
00平方メートル
以内のもの (1戸
建ての住宅を除

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額を申請
に係る住戸数で除して得た
額  
ア  イ又はウに掲げる場合

以外の場合  2,862,000
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く｡) 円  
イ  住宅性能評価適合住宅

である場合 (ウに掲げる
場合を除く｡) 1,177,00
0円  

ウ  長期使用構造等適合計
画である場合  213,000
円  

   床面積の合計が
30,000平方メー
トルを超えるも
の (1戸建ての住
宅を除く｡) 

次に掲げる区分に応じ、そ
れぞれ次に定める額を申請
に係る住戸数で除して得た
額  
ア  イ又はウに掲げる場合

以外の場合  3 , 50 5 , 00 0
円  

イ  住宅性能評価適合住宅
で あ る 場 合 (ウ に 掲 げ る
場合を除く｡) 1,423,00
0円  

ウ  長期使用構造等適合計
画である場合  2 2 7 , 0 0 0
円  

別表第２の４６の項中「及びウに掲げる額を合算した額」を「に掲げる額」に

改め、「ウ  １の項のアに規定する１の２の項に掲げる手数料の額の消費税法（

昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）の規定による地方消費税に相当する額」を削り、同表の４７の項を

次のように改める。  

47 長期優良住  
宅建築等計
画変更認定
申請手数料  

長期優良住宅の  
普及の促進に関
する法律第 8条
第 2項において
準用する同法第
5条第 1項から第
3項までの規定
による長期優良
住宅建築等計画
の変更の認定の
申請に対する審
査 (次項に係る
ものを除く｡) 

変更に係る床面  
積の合計が 100
平方メートル以
内のもの  

8,000円と次に掲げる額を  
合算した額 (共同住宅等の
場合にあっては、合算した
額を申請に係る住戸数で除
して得た額 ) 
ア  長期優良住宅の普及の

促進に関する法律第 6条
第 1項第 1号に係る変更 (
以下「第 1号変更」とい
う｡)の場合 (イに掲げる
場合及び長期使用構造等
適合計画である場合を除
く｡) 39,000円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 11,000円 (1戸建ての住
宅の場合にあっては、 3,
000円 ) 

ウ  長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第 6条
第 1項第 2号、第 4号又は
第 5号に係る変更 (以下「
第 2号等変更」という｡)
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の場合 (長期使用構造等
適合計画である場合を除
く｡) 6,000円  

エ  長期優良住宅の普及の
促進に関する法律第 6条
第 1項第 3号に係る変更 (
以下「第 3号変更」とい
う｡)の場合  2,000円  

   変更に係る床面
積の合計が 100
平方メートルを
超え 200平方メ
ートル以内のも
の  

10,000円と次に掲げる額を
合算した額 (共同住宅等の
場合にあっては、合算した
額を申請に係る住戸数で除
して得た額 ) 
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 52,000円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 17,000円 (1戸建ての住
宅の場合にあっては、 4,
000円 ) 

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
ある場合を除く｡) 7,00
0円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

   変更に係る床面
積の合計が 200
平方メートルを
超え 500平方メ
ートル以内のも
の  

14,000円と次に掲げる額を
合算した額 (共同住宅等の
場合にあっては、合算した
額を申請に係る住戸数で除
して得た額 ) 
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 92,000円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 36,000円 (1戸建ての住
宅の場合にあっては、 7,
000円 ) 

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
ある場合を除く｡) 10,0
00円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

   変更に係る床面
積の合計が 500
平方メートルを
超え 1,000平方
メートル以内の
もの  

24,000円と次に掲げる額を
合 算 し た 額 (共 同 住 宅 等 の
場合にあっては、合算した
額を申請に係る住戸数で除
して得た額 ) 
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 143,000円  

イ  住宅性能評価適合住宅
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に 係 る 第 1号 変 更 の 場 合
 57,000円 (1戸建ての住
宅の場合にあっては、 11
,000円 ) 

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
ある場合を除く｡) 16,0
00円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

   変更に係る床面
積の合計が 1,00
0平方メートル
を超え 3,000平
方メートル以内
のもの (1戸建て
の住宅の場合に
あっては、 1,00
0平方メートル
を超えるもの ) 

34,000円と次に掲げる額を
合算した額 (共同住宅等の
場合にあっては、合算した
額を申請に係る住戸数で除
して得た額 ) 
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 291,000円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 116,000円 (1戸建ての
住宅の場合にあっては、
21,000円 ) 

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
ある場合を除く｡) 31,0
00円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

   変更に係る床面
積の合計が 3,00
0平方メートル
を超え 5,000平
方メートル以内
のもの (1戸建て
の住宅を除く｡) 

62,000円と次に掲げる額を
合算した額を申請に係る住
戸数で除して得た額  
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 530,000円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 205,000円  

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
ある場合を除く｡) 42,0
00円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

   変更に係る床面
積の合計が 5,00
0平方メートル
を超え 10,000平
方メートル以内
のもの (1戸建て
の住宅を除く｡) 

105,000円と次に掲げる額
を合算した額を申請に係る
住戸数で除して得た額  
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 928,000円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 317,000円  

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
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ある場合を除く｡) 52,0
00円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

   変更に係る床面
積の合計が 10,0
00平方メートル
を超え 20,000平
方メートル以内
のもの (1戸建て
の住宅を除く｡) 

172,000円と次に掲げる額
を合算した額を申請に係る
住戸数で除して得た額  
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 1,737,000
円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 596,000円  

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
ある場合を除く｡) 94,0
00円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

   変更に係る床面
積の合計が 20,0
00平方メートル
を超え 30,000平
方メートル以内
のもの (1戸建て
の住宅を除く｡) 

211,000円と次に掲げる額
を合算した額を申請に係る
住戸数で除して得た額  
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 2,524,000
円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 838,000円  

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
ある場合を除く｡) 125,
000円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

   変更に係る床面
積の合計が 30,0
00平方メートル
を超えるもの (1
戸建ての住宅を
除く｡) 

225,000円と次に掲げる額
を合算した額を申請に係る
住戸数で除して得た額  
ア  第 1号変更の場合 (イに

掲げる場合及び長期使用
構造等適合計画である場
合を除く｡) 3,121,000
円  

イ  住宅性能評価適合住宅
に係る第 1号変更の場合
 1,039,000円  

ウ  第 2号等変更の場合 (長
期使用構造等適合計画で
ある場合を除く｡) 157,
000円  

エ  第 3号変更の場合  2,0
00円  

 別表第２の４８の項中「及びウに掲げる額を合算した額」を「に掲げる額」に
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改め、「ウ  １の項のアに規定する１の２の項に掲げる手数料の額の消費税法の

規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額」を削り、

同表の５２の項中「ウ  １の項のアに規定する１の２の項に掲げる手数料の額の

消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税に相当する額

」を削り、同表の備考中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項から第７項

までを１項ずつ繰り上げる。  

附  則  

 この条例中第２条第２号の改正規定、別表第２の４４の項の次に１項を加える

改正規定並びに同表の第４５の項及び第４７の項の改正規定は平成２７年４月１

日から、別表第１の改正規定は同年５月２９日から、その他の改正規定は同年６

月１日から施行する。  

- 48 -



議案第  20 号  

 

生駒市特別会計設置条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市特別会計設置条例の一部を改正する条例  

 生駒市特別会計設置条例（昭和３９年４月生駒市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。  

 第１条中第３号を削り、第４号を第３号とする。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正前の生駒市特別会計設置条例の規定による生駒駅前市街地再開発事業特

別会計の平成２６年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従

前の例による。  
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議案第  21 号  

 

生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例の一部を改正する条例の一部  

を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例の一部を改正する条例の一部を改正

する条例  

 生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例の一部を改正する条例（平成２６年１２

月生駒市条例第４０号）の一部を次のように改正する。  

 第１条のうち生駒市立幼稚園保育料入園料徴収条例（昭和２５年４月生駒市条

例第１６号）別表の改正規定中「５，６７０円」及び「４，６３０円」を「３，

０００円」に改める。  

 第２条のうち生駒市立幼稚園保育料徴収条例別表の改正規定中「５，５００円

」及び「４，６３０円」を「３，０００円」に改める。  

 第３条のうち生駒市立幼稚園保育料徴収条例別表の改正規定中「５，５００円

」及び「４，６３０円」を「３，０００円」に改める。  

 第４条のうち生駒市立幼稚園保育料徴収条例別表の改正規定中「５，５００円

」を「３，０００円」に改める。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第  22 号  

 

生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市生涯学習施設条例の一部を改正する条例  

 生駒市生涯学習施設条例（平成２３年９月生駒市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。  

 別表第１の３の表中「会議室等」を「会議室」に、              

を「会議室２０６」に改め、同表和室の項を削る。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年９月１１日から施行する。  

（社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正）  

２  社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税

法の一部を改正する等の法律及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜

「会議室２０６・３０１  

 １室につき      」  
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本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２５年１２月生駒市条例第４１号

）の一部を次のように改正する。  

  第４条のうち生駒市生涯学習施設条例別表第１の３の表の改正規定中「、「

５１０円」を「５２０円」に」を削る。  
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議案第  23 号  

 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市立保育所条例の一部を改正する条例  

生駒市立保育所条例（昭和３０年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように

改正する。  

第１条中「に欠ける」を「を必要とする」に改める。  

第２条の２を削る。  

第３条中「前条の規定により」を削る。  

第４条の見出しを「（保育料）」に改め、同条第１項中「、規則で定める延長

保育に係る費用その他保育に要する費用」を削り、同条第２項中「前項の費用に

して既納のものは、これを」を「既納の保育料は､｣に改める。  

第４条の２中「前３条」を「第３条及び第４条」に改め、同条を第４条の３と

し、第４条の次に次の１条を加える。  

（延長保育料等）  

第４条の２  前条の規定は、規則で定める延長保育に係る費用その他保育に要す

る費用について準用する。  

 別表を次のように改める。  
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別表（第４条関係）  

 保育料表

各月初日の入所児童の属す
る世帯の階層区分 

保育料(月額) 

保育標準時間の場合 保育短時間の場合 

階層
区分 

定義 
３歳未満
児 

３歳児 ４歳以上
児 

３歳未満
児 

３歳児 ４歳以上
児 

Ａ 生活保護法(昭和25年
法律第144号)による被
保護世帯(単給世帯を
含む。)及び中国残留
邦人等の円滑な帰国の
促進並びに永住帰国し
た中国残留邦人等及び
特定配偶者の自立の支
援に関する法律(平成6
年法律第30号)による
支援給付受給世帯 

円 
0 

円 
0 

円 
0 

円 
0 

円 
0 

円 
0 

Ｂ 市町村民税が非課税の
世帯(Ａ階層の世帯を
除く｡) 

3,800 
(1,900) 

2,300 
(1,150) 

2,300 
(1,150) 

3,700 
(1,850) 

2,200 
(1,100) 

2,200 
(1,100) 

Ｃ 1 市町村民税の額が均等
割額のみの世帯 
 
 

9,000 
(4,500) 

6,800 
(3,400) 

6,800 
(3,400) 

8,800 
(4,400) 

6,600 
(3,300) 

6,600 
(3,300) 

Ｃ 2 市町村民
税の課税
世帯(Ｃ 1

階層の世
帯を除
く｡)であ
って、そ
の額の区
分が次の
区分に該
当する世
帯 

所得割額が
49,599円以
下 

10,500 
(5,250) 

8,300 
(4,150) 

8,300 
(4,150) 

10,300 
(5,150) 

8,100 
(4,050) 

8,100 
(4,050) 

Ｃ 3 所得割額が
49,600円以
上51,499円
以下 

12,000 
(6,000) 

9,800 
(4,900) 

9,800 
(4,900) 

11,700 
(5,850) 

9,600 
(4,800) 

9,600 
(4,800) 

Ｃ 4 所得割額が
51,500円以
上53,399円
以下 

14,000 
(7,000) 

11,800 
(5,900) 

11,800 
(5,900) 

13,700 
(6,850) 

11,500 
(5,750) 

11,500 
(5,750) 

Ｃ 5 所得割額が
53,400円以
上60,399円
以下 

16,000 
(8,000) 

13,700 
(6,850) 

13,700 
(6,850) 

15,700 
(7,850) 

13,400 
(6,700) 

13,400 
(6,700) 

Ｃ 6 所得割額が
60,400円以
上69,199円
以下 

18,500 
(9,250) 

16,200 
(8,100) 

14,400 
(7,200) 

18,100 
(9,050) 

15,900 
(7,950) 

14,100 
(7,050) 

Ｃ 7 所得割額が
69,200円以
上86,799円
以下 

21,000 
(10,500) 

18,700 
(9,350) 

16,000 
(8,000) 

20,600 
(10,300) 

18,300 
(9,150) 

15,700 
(7,850) 

Ｃ 8 所得割額が
86,800円以
上98,599円
以下 

25,100 
(12,550) 

21,000 
(10,500) 

18,800 
(9,400) 

24,600 
(12,300) 

20,600 
(10,300) 

18,400 
(9,200) 

Ｃ 9 所得割額が
98,600円以

28,300 
(14,150) 

21,900 
(10,950) 

19,400 
(9,700) 

27,800 
(13,900) 

21,500 
(10,750) 

19,000 
(9,500) 
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上110,399
円以下 

Ｃ 10 所得割額が
110,400円
以上122,09
9円以下 

30,900 
(15,450) 

22,400 
(11,200) 

20,000 
(10,000) 

30,300 
(15,150) 

22,000 
(11,000) 

19,600 
(9,800) 

Ｃ 11 所得割額が
122,100円
以上139,79
9円以下 

33,600 
(16,800) 

23,200 
(11,600) 

20,600 
(10,300) 

33,000 
(16,500) 

22,800 
(11,400) 

20,200 
(10,100) 

Ｃ 12 所得割額が
139,800円
以上157,29
9円以下 

36,400 
(18,200) 

24,000 
(12,000) 

21,200 
(10,600) 

35,700 
(17,850) 

23,500 
(11,750) 

20,800 
(10,400) 

Ｃ 13 所得割額が
157,300円
以上169,39
9円以下 

39,000 
(19,500) 

24,800 
(12,400) 

21,900 
(10,950) 

38,300 
(19,150) 

24,300 
(12,150) 

21,500 
(10,750) 

Ｃ 14 所得割額が
169,400円
以上192,89
9円以下 

42,400 
(21,200) 

25,600 
(12,800) 

22,700 
(11,350) 

41,600 
(20,800) 

25,100 
(12,550) 

22,300 
(11,150) 

Ｃ 15 所得割額が
192,900円
以上258,89
9円以下 

45,700 
(22,850) 

26,400 
(13,200) 

23,400 
(11,700) 

44,900 
(22,450) 

25,900 
(12,950) 

23,000 
(11,500) 

Ｃ 16 所得割額が
258,900円
以上298,59
9円以下 

49,300 
(24,650) 

27,200 
(13,600) 

23,900 
(11,950) 

48,400 
(24,200) 

26,700 
(13,350) 

23,400 
(11,700) 

Ｃ 17 所得割額が
298,600円
以上392,89
9円以下 

61,600 
(30,800) 

28,200 
(14,100) 

24,300 
(12,150) 

60,500 
(30,250) 

27,700 
(13,850) 

23,800 
(11,900) 

Ｃ 18 所得割額が
392,900円
以上 

68,000 
(34,000) 

31,000 
(15,500) 

26,900 
(13,450) 

66,800 
(33,400) 

30,400 
(15,200) 

26,400 
(13,200) 

 備考 

１ この表の「保育標準時間の場合」とは、保育の利用が１月当たり平均２７５時間まで（

１日当たり１１時間までに限る｡)の場合をいう。 

２ この表の「保育短時間の場合」とは、保育の利用が１月当たり平均２００時間まで（１

日当たり８時間までに限る｡)の場合をいう。 

３ この表の「３歳未満児」とは、法第２４条第１項の規定による保育の実施がとられた年

度の初日の前日において３歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で３

歳に達した場合においても、その年度中に限り３歳未満児とみなす。 

４ この表の「３歳児」とは、法第２４条第１項の規定による保育の実施がとられた年度の

初日の前日において４歳に達していない児童で３歳未満児でないものをいい、その児童が

その年度の途中で４歳に達した場合においても、その年度中に限り３歳児とみなす。 

５ ４月分から８月分までの保育料にあっては前年度の市町村民税の額により算定するもの

とし、９月分から翌年の３月分までの保育料にあっては当該年度の市町村民税の額により

算定するものとする。 

６ この表のＣ 2階層からＣ 18階層までにおける地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

９２条第１項第２号の所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７及び第３１４条の

８並びに同法附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第５条の４の２第５項の規定は適
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用しないものとする。 

７ Ｂ階層からＣ 18 階層までの世帯であって、同一世帯から２人以上の児童が保育所、学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園（以下「幼稚園」という｡)、

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号）第７条第１項に規定する認定こども園（以下「認定こども園」という｡)、学

校教育法第７６条第２項に規定する特別支援学校幼稚部（以下「特別支援学校幼稚部」と

いう｡)若しくは法第７条第１項に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部（以下「情緒

障害児短期治療施設通所部」という｡)に入所し、又は法第６条の２第２項に規定する児童

発達支援（以下「児童発達支援」という｡)若しくは同条第３項に規定する医療型児童発達

支援（以下「医療型児童発達支援」という｡)を利用している場合において、次表の第１欄

に掲げる児童が保育所に入所しているときは、同表の第２欄に掲げる額をその児童の保育

料とする。 

第１欄 第２欄 

ア 保育所、幼稚園、認定こども園、

特別支援学校幼稚部若しくは情緒障

害児短期治療施設通所部に入所し、

又は児童発達支援若しくは医療型児

童発達支援を利用している児童のう

ち、年長者（該当する児童が２人以

上の場合は、そのうち１人とする｡) 

保育料表に定める額（同表に定める括

弧内の額以外の額をいう｡) 

イ 保育所、幼稚園、認定こども園、

特別支援学校幼稚部若しくは情緒障

害児短期治療施設通所部に入所し、

又は児童発達支援若しくは医療型児

童発達支援を利用しているアに規定

する児童以外の児童のうち、年長者

（該当する児童が２人以上の場合

は、そのうち１人とする｡) 

保育料表に定める括弧内の額 

ウ ア及びイに規定する児童以外の児

童 

０円 

８ 児童の属する世帯の階層が、Ｂ階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯であ

る場合には、当該階層の保育料の額を０円とする。 

(1) 母子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第６条第６

項の配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯 

(2) 父子世帯 母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条第６項の配偶者のない男子で現に児

童を扶養しているものの世帯 

(3) 在宅障害児（者）のいる世帯 次に掲げる児（者）を有する世帯 

ア 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）に規定する身体障害者手帳の交付

を受けた者 

イ 奈良県から療育手帳の交付を受けた者 

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）に規定す

る精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

エ 特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者 

(4) その他の世帯 保護者の申請により生活保護法に規定する要保護者等特に困窮してい

ると市長が認める世帯
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附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の生駒市立保育所条例の規定は、平成２７年度分の保育料から適用

し、平成２６年度分までの保育料については、なお従前の例による。  
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議案第  24 号  

 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日                     

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市介護保険条例の一部を改正する条例  

 生駒市介護保険条例（平成１２年３月生駒市条例第１３号）の一部を次のよう

に改正する。  

 第４条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２

９年度まで」に改め、同条第１号中「２７ ,４２０円」を「２８，５５０円」に

改め、同条第２号中「２７ ,４２０円」を「３７，１２０円」に改め、同条第３

号中「４１，１３０円」を「４２，８３０円」に改め、同条第９号中「１０９，

６８０円」を「１３７，０６０円」に改め、同号を同条第１３号とし、同条第８

号中「９５，９７０円」を「９９，９４０円」に改め、同号イ中「部分を除く｡)

」の次に「、次号イ又は第１２号イ」を加え、同号を同条第１０号とし、同号の

次に次の２号を加える。  

(11) 次のいずれかに該当する者  １１４，２２０円  

ア  合計所得金額が１，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に
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よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（ (1)に係る部分を除く｡)又は次号イに該当する者を除

く｡) 

(12) 次のいずれかに該当する者  １２５，６４０円  

ア  合計所得金額が１，２００万円未満である者であり、かつ、前各号のい

ずれにも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（ (1)に係る部分を除く｡)に該当する者を除く｡) 

第４条第７号中「８２，２６０円」を「９１，３７０円」に改め、同号イ中「

又は次号イ」を「、次号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同号を同条第

９号とし、同条第６号中「６８，５５０円」を「７４，２４０円」に改め、同号

イ中「又は第８号イ」を「、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ

」に改め、同号を同条第７号とし、同号の次に次の１号を加える。  

(8) 次のいずれかに該当する者  ８５，６６０円  

ア  合計所得金額が２９０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの  

イ  要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分に

よる額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９

条第１項第１号イ（ (1)に係る部分を除く｡)、次号イ、第１０号イ、第１

１号イ又は第１２号イに該当する者を除く｡) 

 第４条第５号中「６３，０６０円」を「６８，５３０円」に改め、同号ア中「

１２５万円」を「１２０万円」に改め、同号イ中「第７号イ又は第８号イ」を「

第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又は第１２号イ」に改め、同号を

同条第６号とし、同条第４号中「第３９条第１項第４号」を「第３９条第１項第
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５号」に、「５４，８４０円」を「５７，１１０円」に改め、同号を同条第５号

とし、同条第３号の次に次の１号を加える。  

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者  ５１，３９０円  

 第６条第３項中「若しくはハ」を「若しくはニ」に、「又は第６号ロ」を「、

第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロ」に、「同項第１号から第６号まで

」を「同項第１号から第９号まで」に改める。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  改正後の生駒市介護保険条例の規定は、平成２７年度以後の年度分の保険料

について適用し、平成２６年度分までの保険料については、なお従前の例によ

る。  

- 60 -



議案第  25 号  

 

生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す  

る基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例  

 生駒市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例（平成２４年１２月生駒市条例第５３号）の一部を次のように改正す

る。  

 目次中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める。  

 第６条第２項ただし書中「又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及

び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービ

ス等基準」という｡)第５条第２項のサービス提供責任者」を削り、同条第５項中

「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次に「の同一敷地内」を加

え、「併設されている」を「ある」に改め、同項第５号中「第８２条第６項第１

号」を「第８２条第６項」に改め、同項第６号中「第８２条第６項第２号」を「

第８２条第６項」に改め、同項第７号中「第８２条第６項第３号」を「第８２条
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第６項」に改め、同項第８号中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所」に改める。  

 第２３条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を

「行い」に改める。  

 第３２条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「、指定

夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に、「定期巡回サービス、

随時対応サービス又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時対応型訪問介護看

護」に改める。  

 第６０条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を目指

し」を加える。  

 第６３条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条

第５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。  

４  前項ただし書の場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が第

１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認知症対応型

通所介護以外のサービスを提供する場合に限る｡)には、当該サービスの内容を

当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護

事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るものとする。  

 第６５条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又

は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第

８条第１９項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う｡)ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては

施設」を加え、同条第２項中「指定居宅サービスをいう」、「指定介護予防サー

ビスをいう」及び「指定地域密着型介護予防サービスをいう」の次に「。以下同

じ」を、「介護保険施設」の次に「（法第８条第２４項に規定する介護保険施設

をいう。以下同じ｡)」を加える。  
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 第７８条の次に次の１条を加える。  

（事故発生時の対応）  

第７８条の２  指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症

対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、

当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措

置を講じなければならない。  

２  指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採

った処置について記録しなければならない。  

３  指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型通所

介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わ

なければならない。  

４  指定認知症対応型通所介護事業者は、第６３条第４項の単独型・併設型指定

認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、第

１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならない。  

 第７９条第２項第５号中「次条において準用する第４０条第２項」を「前条第

２項」に改める。  

 第８０条中「、第４０条」を削る。  

 第８２条第６項を次のように改める。  

６  次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満

たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる施設等の

人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に掲げる当

該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施設等の職務に従事

することができる。  

当該指定小規模多機能型  指定認知症対応型共同生活介護  介護職員  

居宅介護事業所に中欄に 事業所、指定地域密着型特定施  
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掲げる施設等のいずれか

が併設されている場合  

設、指定地域密着型介護老人福

祉施設又は指定介護療養型医療

施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号 )第７条第２項第４号

に規定する療養病床を有する診

療所であるものに限る｡) 

当該指定小規模多機能型

居宅介護事業所の同一敷

地内に中欄に掲げる施設

等のいずれかがある場合  

前項中欄に掲げる施設等、指定

居宅サービスの事業を行う事業

所、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所、指定認知

症対応型通所介護事業所、指定

介護老人福祉施設又は介護老人

保健施設  

看護師又は准

看護師  

 第８２条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に改め、同条第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第１０項ただし書中「第６項各号」

を「第６項の表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。  

 第８３条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定

小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されてい

る場合の項の中欄」に、「若しくは同一敷地内」を「、同一敷地内」に改め、

「｡)」の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生

活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く｡)」を

加え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（第１９３条に規定

する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ｡)」を加える。  

 第８５条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号を次のよ

うに改める。  

(1) 通いサービス  登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を超
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える指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じて、次の

表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあ

っては１２人）まで  

登録定員  利用定員  

２６人又は２７人  １６人  

２８人  １７人  

２９人  １８人  

 第９１条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を

「行い」に改める。  

 第１０６条中「第８２条第６項各号」を「第８２条第６項」に改める。  

 第１１０条第４項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」に改め、同条第７項ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。  

 第１１１条第１項ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所」に改める。  

 第１１３条第１項に次のただし書を加える。  

  ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難であ

ることその他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所の効率的

運営に必要と認められる場合は、１の事業所における共同生活住居の数を３と

することができる。  

 第１２１条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予防サ

ービス」に改める。  

 第１３０条第９項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅

介護従業者」に改め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看

- 65 -



護小規模多機能型居宅介護事業所」に改める。  

 第１３１条ただし書中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所」に改める。  

 第１３３条第４項中「第５０条第２項から第６項まで」を「第９条第２項から

第６項まで」に改める。  

 第１３５条を次のように改める。  

第１３５条  削除  

 第１４８条第２項第９号を削る。  

 第１５１条第４項中「指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介護

老人福祉施設（サテライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を

除く。第８項第１号及び第１７項並びに第１５２条第１項第６号並びに第１８０

条第１項第３号において同じ｡)」を加え、同条第８項第１号中「指定介護老人福

祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第１２項

中「指定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号）」に改め、同条第１

３項中「若しくは指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する指定介

護予防通所介護事業所」を削り、同条第１５項及び第１６項中「指定複合型サー

ビス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条に次の

１項を加える。  

17 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテライト型

居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であって、当該サ

テライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、指

定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の

入所者の数の合計数を基礎として算出しなければならない。この場合におい
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て、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわらず、１以上（入所者の数が

１００又はその端数を増すごとに１を標準とする｡)とする。  

 第１５２条第１項第６号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指

定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。  

 第１７６条第２項に次の１号を加える。  

 (7) 次条において準用する第１０５条第２項に規定する報告、評価、要望、

助言等の記録  

 第１８０条第１項第３号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指

定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。  

 「第９章  複合型サービス」を「第９章  看護小規模多機能型居宅介護」に改

める。  

 第１９０条中「（以下「指定複合型サービス」という｡)」を「（施行規則第１

７条の１０に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この章において

「指定看護小規模多機能型居宅介護」という｡)」に改める。  

 第１９１条第１項を次のように改める。  

指定看護小規模多機能型居宅介護の事業を行う者（以下「指定看護小規模多

機能型居宅介護事業者」という｡)が当該事業を行う事業所（以下「指定看護小

規模多機能型居宅介護事業所」という｡)ごとに置くべき指定看護小規模多機能

型居宅介護の提供に当たる従業者（以下「看護小規模多機能型居宅介護従業者

」という｡)の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定看護小規模多

機能型居宅介護の提供に当たる看護小規模多機能型居宅介護従業者について

は、常勤換算方法で、通いサービス（登録者（指定看護小規模多機能型居宅介

護を利用するために指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者

をいう。以下同じ｡)を指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う

指定看護小規模多機能型居宅介護事業をいう。以下同じ｡)の提供に当たる者を
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その利用者の数が３又はその端数を増すごとに１以上及び訪問サービス（看護

小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し、当該居宅において行

う指定看護小規模多機能型居宅介護（本体事業所である指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多

機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護

事業所の登録者の居宅において行う指定看護小規模多機能型居宅介護を含む｡)

をいう。以下この章において同じ｡)の提供に当たる者を２以上とし、夜間及び

深夜の時間帯を通じて指定看護小規模多機能型居宅介護の提供に当たる看護小

規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務（夜間及び深夜

の時間帯に行われる勤務（宿直勤務を除く｡)をいう。第６項において同じ｡)に

当たる者を１以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とす

る。  

 第１９１条第３項及び第４項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機

能型居宅介護従業者」に改め、同条第６項中「指定複合型サービス事業所」を「

指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「行う指定複合型サービス」を「

行う指定看護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サービス従業者」を「看護

小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第７項中「指定複合型サービス事

業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス従業

者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第８項中「指定複合

型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型

サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同項ただし書中

「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に

改め、同条第１０項中「指定複合型サービス事業者が」を「指定複合型サービス

事業者（指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（以下「指定複合型

サービス」という｡)の事業を行う者をいう。以下同じ｡)が」に、「指定複合型サ
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ービスの」を「指定看護小規模多機能型居宅介護の」に改める。  

 第１９２条第１項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業所」に改める。  

 第１９３条の見出し中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」に改め、同条中「指定複合型サービス事業者」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、「指定複合型サービス事業所」の次

に「（指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう｡)」を加える。  

 第１９４条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に、「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項中「指定複

合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同

項第１号を次のように改める。  

(1) 通いサービス  登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を超

える指定看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定員に応じ

て、次の表に定める利用定員）まで  

登録定員  利用定員  

２６人又は２７人  １６人  

２８人  １７人  

２９人  １８人  

 第１９５条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に、「指定複合型サービスの」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護の」に改め、同条第２項第２号イただし書中「指定複合型サービス事業

所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第３項中「指定

複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第４項中

「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に

改める。  
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 第１９６条の見出し及び同条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小

規模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービスの」を「

指定看護小規模多機能型居宅介護の」に、「行うとともに、定期的に外部の者に

よる評価を受けて」を「行い」に改める。  

 第１９７条の見出し並びに同条各号列記以外の部分並びに第１号及び第２号中

「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第

３号中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に、「複

合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第４号

中「複合型サービス従業者は、指定複合型サービス」を「看護小規模多機能型居

宅介護従業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第５号中「指

定複合型サービス事業者は、指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者は、指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条第６号中「

指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改

め、同条第７号中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護

」に改め、同条第８号中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」に改め、同条第９号中「指定複合型サービス」を「指定看

護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能

型居宅介護計画」に改める。  

 第１９８条第１項中「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同条第３項中「指定複合型サー

ビス事業者」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「複合型サービ

ス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型サービス報告書」

を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改め、同条第４項中「指定複合型サ
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ービス事業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サー

ビス報告書」を「看護小規模多機能型居宅介護報告書」に改める。  

 第１９９条の見出しを「（看護小規模多機能型居宅介護計画及び看護小規模多

機能型居宅介護報告書の作成）」に改め、同条第１項中「指定複合型サービス事

業所」を「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」に、「複合型サービス計画

」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に、「複合型サービス報告書」を「看

護小規模多機能型居宅介護報告書」に改め、同条第２項及び第３項中「複合型サ

ービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第４項中「複

合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「複合型サ

ービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画」に改め、同条第５項から第

８項までの規定中「複合型サービス計画」を「看護小規模多機能型居宅介護計画

」に改め、同条第９項及び第１０項中「複合型サービス報告書」を「看護小規模

多機能型居宅介護報告書」に改める。  

 第２００条第１項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」

に改め、同条第２項中「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介

護従業者」に改める。  

 第２０１条第１項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業者」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス事業者」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービスの」を「指定

看護小規模多機能型居宅介護の」に改め、同項第２号を次のように改める。  

(2) 看護小規模多機能型居宅介護計画  

 第２０１条第２項第５号中「複合型サービス報告書」を「看護小規模多機能型

居宅介護報告書」に改め、同条第３項中「指定複合型サービス事業者」を「指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者」に改め、同項第１号中「指定複合型サービ
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ス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改める。  

 第２０２条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」

に、「複合型サービス従業者」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に、「

第８２条第６項各号」を「第８２条第６項」に改める。  

附  則  

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  
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議案第  26 号  

 

生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運  

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための  

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する  

条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例  

 生駒市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例（平成２４年１２月生駒市条例第５４号）の一部を次の

ように改正する。  

 第７条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を同条第

５項とし、同条第３項の次に次の１項を加える。  

４  前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事

業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る｡)には、当該
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サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に当該単独型・併設型指定介護

予防認知症対応型通所介護事業者に係る指定を行った市町村長に届け出るもの

とする。  

 第８条第１項中「第４４条第６項第２号」及び「第４４条第６項第３号」を「

第４４条第６項」に改める。  

 第９条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を「又は

指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住居（法第８

条第１９項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき住居をい

う｡)ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次に「においては

施設」を加え、同条第２項中「第４４条第６項第４号」を「第４４条第６項」に

改める。  

 第３７条に次の１項を加える。  

４  指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第７条第４項の単独型・併設

型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生

した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければなら

ない。  

 第４４条第６項を次のように改める。  

６  次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準を満

たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる

施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右欄に

掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。  

当 該 指 定 介 護 予 防 小 規  指定認知症対応型共同生活介護  介護職員  

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 に 中 欄 に 掲 げ る 施

設 等 の い ず れ か が 併 設

事業所、指定地域密着型特定施

設、指定地域密着型介護老人福

祉施設又は指定介護療養型医療

 

- 74 -



されている場合  施設（医療法（昭和２３年法律

第２０５号）第７条第２項第４

号に規定する療養病床を有する

診療所であるものに限る｡) 

当 該 指 定 介 護 予 防 小 規

模 多 機 能 型 居 宅 介 護 事

業 所 の 同 一 敷 地 内 に 中

欄 に 掲 げ る 施 設 等 の い

ずれかがある場合  

前項中欄に掲げる施設等、指定

居宅サービスの事業を行う事業

所、指定定期巡回・随時対応型

訪問介護看護事業所、指定認知

症対応型通所介護事業所、指定

介護老人福祉施設又は介護老人

保健施設  

看護師又は准

看護師  

 第４４条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護事業所」に改め、同条第８項中「複合型サービス従業者」を「看護小

規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第１０項中「第６項各号」を「第６

項の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等

のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。  

 第４５条第１項ただし書中「前条第６項各号」を「前条第６項の表の当該指定

介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設

されている場合の項の中欄」に、「若しくは同一敷地内」を「、同一敷地内」に

改め、「を含む｡)」の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護

予防・日常生活支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業

を除く｡)」を加え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（指定

地域密着型サービス基準条例第１９３条に規定する指定複合型サービス事業所を

いう。次条において同じ｡)」を加える。  

 第４７条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号を次のよ

うに改める。  

(1) 通いサービス  登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を超
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える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては登録定員に応じ

て、次の表に定める利用定員、サテライト型指定介護予防小規模多機能型居

宅介護事業所にあっては１２人）まで  

登録定員  利用定員  

２６人又は２７人  １６人  

２８人  １７人  

２９人  １８人  

 第６３条中「第４４条第６項各号」を「第４４条第６項」に改める。  

第６５条中「及び第３１条から第３８条まで」を「、第３１条から第３６条ま

で、第３７条（第４項を除く｡)及び第３８条」に改める。  

第６６条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて」を

「行い」に改める。  

第７０条中「第８条の２第１７項」を「第８条の２第１５項」に改める。  

第７４条第１項に次のただし書を加える。  

ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が

困難であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生活介

護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、１の事業所における共同生

活住居の数を３とすることができる。  

 第８６条中「第３６条から第３８条まで」を「第３６条、第３７条（第４項を

除く｡)、第３８条」に改める。  

附  則  

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  
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議案第  27 号  

 

生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予  

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準  

等を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条

例の一部を改正する条例  

 生駒市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成２

６年１２月生駒市条例第４７号）の一部を次のように改正する。  

 第１１条中「又は」を「及び」に、「若しくは」を「又は」に改める。  

 第３０条第２項第１号中「第３２条第１３号」を「第３２条第１４号」に改

め、同項第２号エ中「第３２条第１４号」を「第３２条第１５号」に改め、同号

オ中「第３２条第１５号」を「第３２条第１６号」に改める。  

 第３２条中第２６号を第２７号とし、第１８号から第２５号までを１号ずつ繰

り下げ、同条第１７号中「第１２号」を「第１３号」に、「第１３号」を「第１

４号」に改め、同号を同条第１８号とし、同条第１６号を同条第１７号とし、同
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条第１５号中「第１３号」を「第１４号」に改め、同号イ中「指定介護予防通所

介護事業所（指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する指定介護予

防通所介護事業所をいう｡)又は」を削り、同号を同条第１６号とし、同条第１４

号を同条第１５号とし、同条第１３号を同条第１４号とし、同条第１２号中「介

護予防訪問介護計画（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下指定介護予防サービス等基準とい

う｡)第３９条第２号に規定する介護予防訪問介護計画をいう｡)」を「介護予防訪

問看護計画書」に改め、同号を同条第１３号とし、同条第１１号の次に次の１号

を加える。  

(12) 担当職員は、介護予防サービス計画に位置付けた指定介護予防サービス

事業者等に対して、介護予防訪問看護計画書（指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。

以下「指定介護予防サービス等基準」という｡)第７６条第２号に規定する介

護予防訪問看護計画書をいう。次号において同じ｡)等指定介護予防サービス

等基準において位置付けられている計画の提出を求めるものとする。  

第３２条に次の１号を加える。  

(28) 指定介護予防支援事業者は、法第１１５条の４８第４項の規定に基づ

き、同条第１項に規定する会議から、同条第２項の検討を行うための資料又

は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これ

に協力するよう努めなければならない。  

附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  
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議案第  28 号  

 

生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する  

条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

   生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  

 生駒市地区計画区域内建築物の制限に関する条例（昭和６３年１２月生駒市条

例第２９号）の一部を次のように改正する。  

 第１条中「第６８条の２第１項」の次に「及び都市緑地法（昭和４８年法律第

７２号）第３９条第１項」を加え、「及び敷地」を「、敷地及び緑化」に改め

る。  

 第１０条各号列記以外の部分中「又は改築」を「、改築又は移転」に改め、同

条第１号中「又は改築」を「、改築又は移転」に、「又は第５項及び」を「、第

２項及び第７項並びに」に改める。  

第１１条の次に次の４条を加える。  

 （建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の制限）  

第１１条の２  別表第６に掲げる地区整備計画区域内において建築物の新築又は

増築をしようとする者は、当該建築物の緑化施設（植栽、花壇その他の緑化の

ための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園
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路、土留その他の施設（当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるも

のに限る｡)をいう。以下同じ｡)の面積の敷地面積に対する割合を、同表の計画

地区の区分に応じ、同表建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最

低限度の欄に掲げる数値以上としなければならない。当該新築又は増築をした

建築物の維持保全をする者についても、同様とする。  

（建築物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の制限の特例）  

第１１条の３  次の各号のいずれかに該当する建築物については、前条の規定は

適用しない。  

(1) 新築又は増築する建築物であって、その敷地面積が別表第６の計画地区

の区分に応じ、同表適用除外の建築物の敷地面積の欄に掲げる数値未満であ

るもの  

 (2) 前条の規定の施行の日において既に着手していた行為  

 (3) 増築する建築物であって、増築後の床面積の合計が、前条の規定の施行

の日における当該建築物の床面積の合計の１．２倍を超えないもの  

 (4) その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であって、良好な都市環境の

形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市長が許可したもの  

 (5) 学校その他の建築物であって、その用途によってやむを得ないと認めて

市長が許可したもの  

 (6) その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であっ

て、その敷地の状況によってやむを得ないと認めて市長が許可したもの  

２  市長は、前項第４号から第６号までに規定する許可の申請があった場合にお

いて、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要

な条件を付することができる。  

 （違反建築物に対する措置）  

第１１条の４  市長は、第１１条の２の規定又は前条第２項の規定により許可に
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付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若

しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を

是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。  

２  国又は地方公共団体の建築物については、前項の規定は、適用しない。この

場合において、市長は、国又は地方公共団体の建築物が第１１条の２の規定又

は前条第２項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認

めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定す

る措置をとるべき旨を要請しなければならない。  

 （報告及び立入検査）  

第１１条の５  市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、規則で定める

ところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築

物の緑化施設の面積の敷地面積に対する割合の最低限度に関する基準への適合

若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築

物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施

設、書類その他の物件を検査させることができる。  

２  前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があ

った場合においては、これを提示しなければならない。  

 第１３条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（罰則）」を付し、同条

第１項中「２０万円」を「５０万円」に改め、同条第３項ただし書を削り、同条

の次に次の１条を加える。  

第１４条  次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。  

 (1) 第１１条の４第１項の規定による命令に違反した者  

 (2) 第１１条の５第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者  

(3) 第１１条の５第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した  

者  
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２  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務又は財産に関して前項各号の違反行為をしたときは、行為者

を罰するほか、その法人又は人に対して前項の罰金刑を科する。  

 別表第１生駒市白庭台地区整備計画区域の項中「平成２１年３月１６日生駒市

告示第２９号」を「平成２７年２月２０日生駒市告示第３２号」に改め、同表生

駒市鹿ノ台地区整備計画区域の項中「平成２３年５月１０日生駒市告示第１０６

号」を「平成２７年２月２０日生駒市告示第３３号」に改め、同表生駒市翠光台

地区整備計画区域の項中「都市計画法」の次に「第２１条第２項において準用す

る同法」を加え、「平成２４年１２月６日生駒市告示第１８８号」を「平成２６

年７月３１日生駒市告示第１１７号」に改め、同表に次のように加える。  

生駒市別院台地区整備
計画区域  

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された
平成２７年２月２０日生駒市告示第３４号に定める大
和都市計画生駒市別院台地区地区計画の区域のうち、
地区整備計画が定められた区域  

生駒市あすか野北１丁
目東地区整備計画区域  

都市計画法第２０条第１項の規定により告示された
平成２７年２月２０日生駒市告示第３５号に定める大
和都市計画生駒市あすか野北１丁目東地区地区計画の
区域のうち、地区整備計画が定められた区域  

 別表第２生駒市白庭台地区整備計画区域の部沿道利用地区の項中「沿道利用地

区」を「沿道利用地区Ａ」に改め、同項の次に次のように加える。  
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 別表第２に次のように加える。
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 別表第５の次に次の１表を加える。  

別表第６（第１１条の２、第１１条の３関係）  

地区整備計画区域
の名称  

計画地区の区分  建築物の緑化施設の
面積の敷地面積に対
する割合の最低限度  

適用除外の建築
物の敷地面積  

生駒市あすか野北
１丁目東地区整備
計画区域  

低層専用住宅地区  １０分の２  １８０平方メー
トル  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。  

 (1) 第１０条各号列記以外の部分及び第１号の改正規定（「又は改築」を

「、改築又は移転」に改める部分に限る｡) 平成２７年６月１日  

 (2) 第１３条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第

１項の改正規定、同条第３項ただし書を削る改正規定及び同条の次に１条を

加える改正規定  平成２７年７月１日  
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議案第  29 号  

 

生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例の制定について        

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

   生駒市立病院の利用料金及び手数料に関する条例  

 （趣旨）  

第１条  この条例は、生駒市病院事業の設置等に関する条例（平成２１年６月生

駒市条例第２３号）第１４条第１項の規定に基づき、利用料金（同項に規定す

る利用料金をいう。以下同じ｡)及び手数料の額その他必要な事項を定めるもの

とする。  

 （利用料金の額）  

第２条  利用料金の額は、次のとおりとする。  

 (1) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）及び高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号）の規定に基づく厚生労働大臣が定める基

準その他法令等による算定方法により算定した額  

 (2) 自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）の適用を受ける診療

については、前号の規定により算定した額に１００分の２００を乗じて得た

額  

 (3) 別表第１に定める金額の範囲内において生駒市病院事業の設置等に関す
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る条例第１０条に規定する指定管理者（以下「指定管理者」という｡)が市長

の承認を得て定める額  

 （手数料の額）  

第３条  手数料の額は、別表第２のとおりとする。  

 （利用料金等の納付）  

第４条  利用料金及び手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、入

院している者の利用料金については、指定管理者が別に定める日までに納付し

なければならない。  

 （利用料金等の減免）  

第５条  指定管理者は、市長が定める特別の理由があると認めるときは、利用料

金を減免することができる。  

２  市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができ

る。  

 （委任）  

第６条  この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。  

   附  則  

 この条例は、規則で定める日から施行する。  
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別表第１（第２条関係）  

区分  単位  金額  

個室利用料  
特別室  １日につき  １２，９６０円  

１床室  １日につき  ６，４８０円  

非紹介患者初診加算料  １回につき  １，６２０円  

分 娩
べ ん

料  

時間内  産児１人につき  

１ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円 に

産 科 医 療 補 償 制 度 に

係 る 掛 金 の 額 に 相 当

する額を加算した額  

時間外  産児１人につき  

１ ４ ０ ， ０ ０ ０ 円 に

産 科 医 療 補 償 制 度 に

係 る 掛 金 の 額 に 相 当

する額を加算した額  

深夜又は休日  産児１人につき  

１ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円 に

産 科 医 療 補 償 制 度 に

係 る 掛 金 の 額 に 相 当

する額を加算した額  

新生児保育管理料  １人１日につき  ７，０００円  

駐車場利用料  １時間までごと  ３００円  

その他のもの  市長が定める額  

備考  

１  非紹介患者初診加算料については、他の医療機関からの文書による紹介

がある場合及び緊急その他のやむを得ない事情がある場合は、無料とす

る。  

２  この表において「時間内」とは、休日以外の日の午前９時から午後０時

まで及び午後５時から午後７時まで（土曜日にあっては、午前９時から午

後０時まで）の時間をいう。  

３  この表において「時間外」とは、休日以外の日の時間内及び深夜以外の

時間をいう。  

４  この表において「深夜」とは、午後１０時から翌日の午前６時までの時

間をいう。  

５  この表において「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月

３日までの日をいう。  

６  この表において「産科医療補償制度」とは、公益財団法人日本医療機能

評価機構が運営する分 娩
べ ん

機関と妊産婦との契約に基づいて、通常の妊娠

及び分 娩
べ ん

にもかかわらず脳性麻 痺
ひ

となった者に補償金を支払う制度を

いう。  

７  この表の利用料金（分 娩
べ ん

料及び新生児保育管理料を除く｡)の額には、

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定による消費税及び地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税に相当する額（以
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下「消費税等相当額」という｡)を含む。  

別表第２（第３条関係）  

区分  単位  金額  

一般診断書交付手数料 (生駒市立病院の

様式 ) 
１通につき  ３，７８０円  

一般診断書交付手数料 (その他の様式 ) １通につき  ５，４００円  

入院証明書交付手数料  １通につき  ５，４００円  

通院証明書交付手数料  １通につき  ５，４００円  

出生証明書交付手数料  １通につき  ３，７８０円  

死亡診断書交付手数料  １通につき  ６，４８０円  

医療費証明書交付手数料  １通につき  ２，１６０円  

自動車賠償責任保険に係る診断書・診療

明細書交付手数料  
１通につき  ６，４８０円  

身体障害者診断書・意見書交付手数料  １通につき  ５，４００円  

障害者年金請求に係る診断書・意見書交

付手数料  
１通につき  ５，４００円  

その他の文書交付手数料  市長が定める額  

備考  この表の手数料の額には、消費税等相当額を含む。  
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議案第  30 号  

 

生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を  

改正する条例の制定について  

 

上記の議案を提出する。  

 

平成２７年３月５日  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史    

 

   生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例  

 生駒市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４２年１０月

生駒市条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

 第３条中「、消防団」を「消防団」に、「市長が任命する｡｣を「市長が任命

し､｣に、「、次の各号」を「次の各号」に、「、市長」を「市長」に改め、同条

第１号中「又は勤務する者」を「勤務し、又は通学する者」に改める。  

 第５条第２項第２号を削り、同項第１号を同項第２号とし、同項に第１号とし

て次の１号を加える。  

 (1) 第３条第１号に該当しなくなったとき。  

   附  則  

 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。  
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議案第  31 号  

 

   市道路線の認定について  

 

 市道路線を次のとおり認定したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０  

号）第８条第２項の規定により、議会の議決を求める。  

 

整理  
路  線  名  

 起         点  

番号   終         点  

１  辻東垣内線支線１１号  
辻町６８８番１先  

辻町９８９番１９先  

２  辻東垣内線支線１２号  
辻町９８９番１１先  

辻町９８９番１２先  

３  南田原町１７号線  
南田原町１０６８番２先  

南田原町１０８２番３２先  

４  東山線支線９号  
東山町２１０番６先  

東山町２１０番３５先  

５  喜里が丘北４８号線  
喜里が丘２丁目３４２番１２先  

喜里が丘２丁目３４２番２６先  

６  喜里が丘北第１歩行者道  
喜里が丘２丁目３４２番２５先  

喜里が丘１丁目２９６番１４０先  

７  奥ノ谷ヒロシバ線支線１号  
小瀬町３１８番先  

小瀬町３２３番先  

 

  平成２７年３月５日提出                  

                     生駒市長職務代理者  

      生駒市副市長  小  紫  雅  史  
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議案第  32 号  

 

   市道路線の廃止について  

 

 市道路線を次のとおり廃止したいから、道路法（昭和２７年法律第１８０号）

第１０条第３項の規定により、議会の議決を求める。  

 

整理  
路     線     名  

起         点  

番号  終         点  

１  奥ノ谷ヒロシバ線支線１号  
小瀬町３１８番先  

小瀬町１０９５番先  

 

  平成２７年３月５日提出                                  

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史  
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議案第  33 号  

 

   奈良市道路線の認定に伴う承諾について  

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第４項の規定により、次の奈良市

道路線認定につき承諾したいので議会の議決を求める。  

 

整理  路  線  名  

（予定路線名）  

起    点  
生駒市域内の地番  

番号  終    点  

１  西部第３号線  

奈良市北登美ヶ丘一丁目  

１４００番４９７先  鹿畑町３０１９番  

生駒市鹿畑町３０１４番先  

２  西部第１３８３号線  

奈良市中登美ヶ丘六丁目  

１１４番先  

鹿畑町３０７８番、３０

７９番、３０８３番、３

０８４番、３０８５番、

３０８６番  

奈良市中登美ヶ丘六丁目  

４９８番先  

３  西部第１３８４号線  

奈良市中登美ヶ丘六丁目  

４５９番先  
鹿畑町３０８１番  

奈良市中登美ヶ丘六丁目  

３６２番先  

 

  平成２７年３月５日提出         

生駒市長職務代理者  

生駒市副市長  小  紫  雅  史  
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